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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考 
第２１節 火山応急対策 
 防災関係機関は、火山が爆発し、又はそのおそれがある場合に
おいて登山者、地域住民等の生命、身体及び財産を保護するため
の事前措置、救助その他の必要な措置を図るものとする。 

 なお、本節で定めるもの以外で必要な事項は、風水害編他節に
準じた対策を講じるものとする。 

 
対策の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２１節 火山応急対策 
防災関係機関は、火山が爆発し、又はそのおそれがある場合に

おいて住民、登山者、観光客等の生命、身体及び財産を保護する
ための事前措置、救助その他の必要な措置を図るものとする。 

 なお、本節で定めるもの以外で必要な事項は、風水害編他節に
準じた対策を講じるものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

字句の修正 

 

 

 

 

 

字句の修正 

 

火山観測体制

等の記載を追

加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第４  事前措置及び応急措置

火
　
山
　
応
　
急
　
対
　
策

 第１  異常発見者の通報義務

 第２  通報を要する異常現象

 １　噴火警報（居住地域）

 第３  噴火警報・予報の発表と通報  ２　噴火警報（火口周辺）

 ３　噴火予報または火山の
　 状況に関する観測情報など

資料４ 

 ３　噴火警報・予報等の伝達

 ４　火山観測体制

 ５　火山防災協議会等

 第４ 事前措置及び応急措置

火
　
山
　
応
　
急
　
対
　
策

 第１  異常現象発見者の通報義務

 １　警報・予報の種類と発表基準

 第２  通報を要する異常現象

 ２　火山現象に関する情報等

 第３  噴火警報・予報等の発表と通報等
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考 
第１ 異常発見者の通報義務（県警察本部、市町村） 
弥陀が原に関する次項の異常現象を発見した者は、直ちに市町

村長若しくは最寄りの警察官に通報するものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１ 異常現象発見者の通報義務（県警察本部、市町村） 
弥陀ヶ原に関する次項の異常現象を発見した者は、直ちに市町

村長又は警察官に通報するものとする。なお、これにより難い場
合には、富山地方気象台に通報する。 
通報を受けた市町村長又は警察官は、その内容を異常現象伝達

系統図により速やかに関係機関へ連絡するものとする。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※１ 通報のあった異常現象の真偽については、気象庁火山監視・警報センターが、必

要に応じて火山専門家に相談のうえ判断する。 

※２ 異常現象の真偽の結果は、気象庁火山監視・警報センターから富山地方気象台を

通して立山町に連絡され、立山町から異常現象伝達系統図により関係機関に周知さ

れる。 

 
 
 
 
 
 
 
 

字句の修正 

現状に合わせ

た修正 

 

責務を具体的

に記載するた

め修正 

火山防災協議

会設置に伴う

異常現象伝達

の記載を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警察官 警察署 県警察本部

県庁内
関係各課

発見者 市町村

県防災・危機管理課

隣接市町村

富
山
地
方
気
象
台

富山地方気象台
気象庁

火山監視・警報センター

立山町消防本部
富山市消防局

富山県東部消防組合消防本部

立山町

地獄谷周辺の
関係機関・集客施設

隣接市町村
・富山市　・上市町
・黒部市　・舟橋村

異常現象伝達系統図

異
常
現
象
発
見
者

富山県警察本部

富山県防災・危機管理課 火山防災協議会構成員
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考 
第２ 通報を要する異常現象（県警察本部、市町村） 
１ 噴火（爆発、溶岩流、泥流、軽石流、熱雲等）及びそれに
伴う降灰砂等 

２～４ （略） 
５ 噴気孔の新生拡大、移動及び噴気、噴煙の量、色、温度、
昇華物等の顕著な異常変化 

６、７ （略） 
８ 火山付近の湖沼、河川の水の顕著な異常変化、量、臭、色、
濁度等の変化、発砲、温度の上昇、魚類等の浮上 

  
第３ 噴火警報・予報の発表と通報 
  気象庁火山監視･情報センターは噴火警報（居住地域）・噴火警
報（火口周辺）・噴火予報を次の基準により発表する。 
 
 
１ 噴火警報（居住地域）・噴火警報（火口周辺） 

気象庁火山監視・情報センターは、噴火に伴って発生し生
命に危険を及ぼす火山現象（大きな噴石、火砕流、融雪型火
山泥流等、発生から短時間で火口周辺や居住地域に到達し、
避難までの時間的猶予がほとんどない火山現象）の発生やそ
の拡大が予想される場合に、「警戒が必要な範囲」（生命に危
険を及ぼす範囲）を明示して発表する。 

「警戒が必要な範囲」に居住地域が含まれる場合は「噴火
警報（居住地域）」、含まれない場合は「噴火警報（火口周辺）」
として発表する。なお、噴火警報（居住地域）は、警戒が必
要な居住地域を含む市町村に対する火山現象特別警報に位置
づけられる。 
 
２ 噴火予報 

気象庁火山監視・情報センターは、警報の解除を行う場合
等に発表する。 
 
 
 

第２ 通報を要する異常現象 
 １ 噴火（爆発、溶岩流、泥流、火砕流等）及びそれに伴う降

灰砂等 
２～４ 
５ 噴気孔の新生拡大、移動及び噴気、噴煙の量、色、温度、
昇華物等の顕著な異常変化、硫黄の燃焼等 

６、７ 
８ 火山付近の湖沼、河川の水の量、臭、色、濁度、気泡量等
顕著な変化、温度の上昇、魚類等の浮上 

  
第３ 噴火警報・予報等の発表と通報等 
 気象庁は、火山に関する警報・予報等を次の基準により発表す
る。 
 １ 警報・予報の種類及び発表基準（気象庁） 
 （１）噴火警報・予報 
   ア 噴火警報 

気象庁が、噴火に伴って発生し生命に危険を及ぼす火山
現象（大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流等、発生から
短時間で火口周辺や居住地域に到達し、避難までの時間的
猶予がほとんどない火山現象）の発生やその拡大が予想さ
れる場合に、「警戒が必要な範囲」（生命に危険を及ぼす範
囲）を明示して発表する。 

「警戒が必要な範囲」に居住地域が含まれる場合は「噴
火警報（居住地域）」、含まれない場合は「噴火警報（火口
周辺）」、影響が海域に限られる場合は「噴火警報（周辺海
域）」として発表する。なお、噴火警報（居住地域）は、
警戒が必要な居住地域を含む市町村に対する火山現象特
別警報に位置づけられる。 
イ 噴火予報 
気象庁が、警報の解除を行う場合等に発表する。 

 
噴火警報・予報の名称、発表基準、警戒事項等の一覧表 

噴火警戒レベルが運用されていない火山（弥陀ヶ原） 
（略） 

 

現状に合わせ

た修正 

 

 

同上 

 

同上 

 

 

字句の修正 

現状に合わせ

た修正 

 

 

記号のずれ 

現状に合わせ

た修正 

 

 

 

 

 

 

同上 

 

 

 

記号のずれ 

現状に合わせ

た修正 

現状に合わせ

た修正 

３から移行 



富山県地域防災計画（火山対策）新旧対照表 

4 

現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考 
３ 噴火警戒レベル 
噴火警戒レベルは、火山活動の状況に応じて「警戒が必要な範

囲」と防災関係機関や住民等の「とるべき防災対応」を５段階に
区分して発表する指標である。 
国の防災基本計画（火山災害対策編）に基づき、県等は、火山

防災協議会を設置し、平常時から噴火時の避難について共同で検
討を実施する。噴火警戒レベルに応じた「警戒が必要な範囲」と
「とるべき防災対応」を設定し、市町村・県の「地域防災計画」
に定められた火山で、噴火警戒レベルは運用される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
噴火警報・予報の名称、発表基準、噴火警戒レベル等の一覧表 
（噴火警戒レベル導入後） 
（略） 

ウ 噴火警戒レベル 
  噴火警戒レベルは、火山活動の状況に応じて「警戒が必
要な範囲」と防災関係機関や住民等の「とるべき防災対応」
を５段階に区分して発表する指標である。 
国全体の活動火山対策の総合的な推進に関する基本的

な指針等を定めた活動火山対策特別措置法（以下「活火山
法」という。）に基づき、県等は、火山防災協議会を設置
し、平常時から噴火時の避難について共同で検討を行う。
火山防災協議会での共同検討の結果、火山活動の状況に応
じた避難開始時期・避難対象地域が設定され、噴火警戒レ
ベルに応じた「警戒が必要な範囲」と「とるべき防災対応」
が市町村・県の「地域防災計画」に定められた火山で、噴
火警戒レベルは運用が開始（導入）される。 
噴火警戒レベルが運用されている火山では、平常時のう

ちに火山防災協議会で合意された避難開始時期・避難対象
地域の設定に基づき、気象庁は「警戒が必要な範囲」を明
示し、噴火警戒レベルを付して、噴火警報・予報を発表す
る。 市町村等の防災機関では、あらかじめ合意された範
囲に対して迅速に入山規制や避難勧告等の防災対応をと
ることができ、噴火災害の軽減につながることが期待され
る。 

※ 噴火警戒レベルが運用されている火山（38 火山、平成
28年 12月 6日現在） 

 
 
 
 
 
 
 
 
（参考）噴火警戒レベルが運用されている火山における噴火警
報・予報の名称、発表基準、噴火警戒レベル等の一覧表 
（略） 

記号のずれ 

 

 

 

活山法の改正

に伴う修正 

 

 

噴火警戒レベ

ルについて具

体的に記載 

 

 

同上 

 

 

 

 

 

 

 

全国の噴火警

戒レベル運用

火山について

記載 

 

 

 

 

 

 

字句の修正 

 

 

アトサヌプリ、雌阿寒岳、十勝岳、樽前山、倶多楽、有珠山、北海道駒ヶ岳、

恵山、岩木山、秋田焼山、岩手山、秋田駒ヶ岳、蔵王山、吾妻山、安達太良

山、磐梯山、那須岳、日光白根山、草津白根山、浅間山、新潟焼山、焼岳、

御嶽山、白山、富士山、箱根山、伊豆東部火山群、伊豆大島、三宅島、鶴見

岳・伽藍岳、九重山、阿蘇山、雲仙岳、霧島山（御鉢、新燃岳、えびの高原

（硫黄山）周辺）、桜島、薩摩硫黄島、口永良部島、諏訪之瀬島 

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/level_toha/level_toha.htm#level_vol
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/volinfo.html
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考 
（噴火警戒レベル導入まで） 
（略） 
 ４ 降灰予報 
   気象庁火山監視・情報センターは、噴煙の火口からの高さ

が３千メートル以上、あるいは噴火警戒レベル３相当以上の
噴火など、一定規模以上の噴火が発生した場合に、噴火発生
から概ね６時間後までに火山灰が降ると予想される地域を
発表する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（追加） 

 
 
 
 

 
 
（２）降灰予報 

   気象庁は、以下の３種類の降灰予報を提供する。 
ア 降灰予報（定時） 
・噴火警報発表中の火山で予想される噴火により住民等
に影響を及ぼす降灰のおそれがある場合に発表する。 

・18時間先（３時間ごと）までに噴火した場合に予想さ
れる降灰範囲や小さな噴石の落下範囲を提供する。 

イ 降灰予報（速報） 
・噴火が発生した火山に対して、直ちに発表する。 
・発生した噴火により、降灰量階級が「やや多量」以上
の降灰が予想される場合に、噴火発生から１時間以内
に予想される降灰量分布や小さな噴石の落下範囲を提
供する。 

ウ 降灰予報（詳細） 
・噴火が発生した火山に対して、より精度の高い降灰量
の予報を行い発表する。 

・降灰予測の結果に基づき、「やや多量」以上の降灰が予
想される場合に、噴火後 20分～30分程度で発表する。 

・噴火発生から６時間先まで（１時間ごと）に予想され
る降灰量分布や降開始時刻を、市区町村を明示して提
供する。 

降灰量階級と降灰の厚さ 

降灰量階級 予想される降灰の厚さ 

多量 1mm 以上 

やや多量 0.1mm 以上 1mm 未満 

少量 0.1mm 未満 

 
（３）火山ガス予報 

   気象庁が、居住地域に長時間影響するような多量の火山ガ
スの放出がある場合に、火山ガスの濃度が高まる可能性のあ
る地域を発表する。例えば、平成 12 年の三宅島噴火では、
噴火後に長期間にわたって火口から大量のガスが放出され

 

 

番号のずれ 

現状に合わせ

た修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火山ガス予報

の記載を追加 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考 
 
 ５ 火山現象に関する情報等 
   噴火警報・予報、降灰予報以外に、火山活動の状況等をお

知らせするための情報等で、気象庁が発表する。 
 
  ア 火山の状況に関する解説情報 
    火山性地震や微動の回数、噴火等の状況や警戒事項を取

りまとめたもので、定期的または必要に応じて臨時に発表
する。 

   
（追加） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ 火山活動解説資料 
    地図や図表等を用いて火山活動の状況や警戒事項を詳

細に取りまとめたもので、毎月または必要に応じて臨時に

たため、火山ガス予報を発表した。 
２ 火山現象に関する情報等（気象庁） 

   噴火警報・予報、降灰予報及び火山ガス予報以外に、火山
活動の状況等をお知らせするための情報等で、気象庁が発表
する。 

（１）火山の状況に関する解説情報 
    火山性地震や微動の回数、噴火等の状況や警戒事項を取

りまとめたもので、定期的又は必要に応じて臨時に発表す
る。臨時に発表する際は、火山活動のリスクの高まりが伝
わるよう、臨時の発表であることを明示し、発表する。 

（２）噴火速報 
   噴火の発生事実を迅速に発表する情報。登山者や周辺の

住民に、火山が噴火したことを端的にいち早く伝え、身を
守る行動をとってもらうために、常時観測火山を対象に発
表する。 

   なお、以下の場合には発表しない。 
  ・普段から噴火している火山において、普段と同じ規模の

噴火が発生した場合 
  ・噴火の規模が小さく、噴火が発生した事実をすぐに確認

できない場合 
発表される情報の例は以下のとおりである。 
 

火山名 ○○山 噴火速報 

平成△△年△△月△△日△△時△△分 気象庁地震火山部発表 

＊＊（見出し）＊＊ 

＜○○山で噴火が発生＞ 

 

＊＊（本 文）＊＊ 

 ○○山で、平成△△年△△月△△日△△時△△分頃、噴火が発

生しました 
 
（３）火山活動解説資料 

   地図や図表等を用いて火山活動の状況や警戒事項を詳細
に取りまとめたもので、毎月又は必要に応じて臨時に発表す

 

番号のずれ 

火山ガス予報

の記載を追加 

 

番号のずれ 

 

字句の修正 

現状に合わせ

た修正 

噴火速報の記

載を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号のずれ 

 

字句の修正 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考 
発表する。 

  ウ 週間火山概況 
    過去一週間の火山活動の状況や警戒事項を取りまとめ

たもので、毎週金曜日に発表する。 
 エ 月間火山概況 

    前月一ケ月間の火山活動の状況や警戒事項を取りまと
めたもので、毎月上旬に発表する。 

  オ 噴火に関する火山観測報 
    噴火が発生したときに、発生時刻や噴煙高度等の情報を

直ちに発表する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る。 
（４）週間火山概況 

   過去一週間の火山活動の状況や警戒事項を取りまとめた
もので、毎週金曜日に発表する。 

 （５）月間火山概況 
   前月一ケ月間の火山活動の状況や警戒事項を取りまとめ

たもので、毎月上旬に発表する。 
 （６）噴火に関する火山観測報 
   主に航空関係機関向けの情報で、噴火が発生したときに、

発生時刻や噴煙の高さ等の情報を直ちに発表する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

同上 

 

 

同上 

 

 

同上 

用語の修正 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考 
火山情報の伝達系統図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ３ 噴火警報・予報等の伝達（県知事政策局。市町村、各関係
機関） 
弥陀ヶ原に噴火警報・予報等が発表された場合の伝達は、噴

火警報等伝達系統図のとおりとする。 
噴火警報等伝達系統図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現状に合わせ

た修正 

 

 

 

 

火山防災協議

会設置に伴う

噴火警報等伝

達の記載を追

加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

官
公
署

公
衆

○ ＪＲ各機関

市町村

富山地方鉄道

ＪＲ西日本金沢支社

富山県警察本部

ＮＴＴ西日本・ＮＴＴ東日本

中部管区警察局

（噴火警報のみ）

●*

●

富
山
地
方
気
象
台

気
象
庁
　
火
山
監
視
・
情
報
セ
ン
タ
ー

◎

◎

（噴火警報のみ）

総務省消防庁

●

◎

●

◎

◎

県の機関

市町村

□

各警察署 交番・駐在所

関係船舶

放送等

◇

放送

□ 消防本部

□

北陸地方整備局

関係河川事務所

◇

◇

国土交通省
富山河川国道事務所

電　力　会　社

（気象庁HP等）

富　　　山　　　県

ＮＨＫ富山放送局

報　道　機　関

伏木海上保安部

●* 気象情報伝送処理ｼｽﾃﾑ

● 防災情報提供ｼｽﾃﾑ（専用回線）

○ 専用電話（専用線） 　法令により、富山地方気象台から

△ 加入電話・ＦＡＸ 警報事項を受領する機関

◇ 無線電話・ＦＡＸ

□ 富山県総合防災情報システム

◎ 防災情報提供ｼｽﾃﾑ（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線）

□

●

（凡例）

● 防災情報提供ｼｽﾃﾑ 気象業務法施行令第８条第１号の規定に基づく法定伝達先

□ 富山県総合防災情報システム 

各警察署 交番・駐在所

中部管区警察局
（噴火警報のみ）

ＮＴＴ西日本・ＮＴＴ東
日本（噴火警報のみ）

市町村

総務省消防庁

関係船舶

● 国土交通省富山河川国道事務所 関係河川事務所

● 富山県警察本部

● 報　道　機　関

● ＮＨＫ富山放送局

● 伏木海上保安部

● 北陸地方整備局立山砂防事務所

● 国土地理院北陸地方測量部

● 富山地方鉄道

● あいの風とやま鉄道

● 富山市消防局

● 関西電力北陸支社

上　市　町

● 富　山　市

● 立山町消防本部

● 富山県東部消防組合消防本部

住
民
・
登
山
者
・
観
光
客
等

地獄谷周辺の関係機関・集客施設

● 立　山　町

●

富
山
地
方
気
象
台

富　　　山　　　県 □ 火山防災協議会構成員

ＪＲ西日本金沢支社

□ 市町村

気
象
庁
　
火
山
監
視
・
警
報
セ
ン
タ
ー

新潟地方気象台

長野地方気象台

金沢地方気象台

ＪＲ各機関

長 野 県
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考 
（追加） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（追加） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

なお、噴火警報等伝達系統図により伝達する警報・予報等は
次のとおりである。 
・噴火警報 
・噴火予報 
・降灰予報 
・火山ガス予報 
・火山の状況に関する解説情報（臨時） 
・噴火速報 
・火山活動解説資料（臨時） 

 
４ 火山観測体制（気象庁） 
 弥陀ヶ原における気象庁の観測機器は以下の表のとおりで
ある。気象庁はこれらの観測機器を整備し、平成 28 年 12 月
１日より、弥陀ヶ原を常時観測火山に追加し、火山性地震、
火山性微動、火山体の変形に伴う地殻変動、噴気等の表面現
象の状態を観測している。 
 なお、地震回数、噴気の高さ、監視カメラの映像等の観測
データは、気象庁のホームページに掲載し公表している。 
※火山性地震とは、火山体やその周辺で発生する火山地帯特
有の地震で、マグマや熱水の活動に関連して発生すると考
えられている。 

※火山性微動とは、火山性地震と同じく火山地帯特有の震動
であるが、火山性地震に比べ、震動の継続時間が長いもの
を指す。 

 
観測点名 観測機器 

室堂平 地震計、傾斜計、空振計 
立山室堂２ 地震計 
炎高山 地震計 
瀬戸蔵山西 監視カメラ 
紺屋橋上部 ＧＮＳＳ 

 
 
 

現状に合わせ

た 

 

 

 

 

 

 

 

 

火山観測体制

の記載を追加 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（追加） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（参考）火山の機動観測について 
気象庁は必要に応じて観測班を編成し機動観測を実施す

るが、調査観測と緊急観測に区分される。 
調査観測は、常時観測火山以外の火山の状態の定期的な把
握、火山及びその周辺における火山の噴出物の状態等や火山
に付随する現象の把握、及び適切な火山情報の発表に資する
ための火山活動の調査を目的に行う。 
緊急観測は、火山の噴火その他の顕著な火山現象が発生

し、又は発生するおそれがある場合において、緊急に当該火
山の観測の実施を強化することを目的に行う。 

 
５ 火山防災協議会等（県知事政策局、市町村、各関係機関） 
 （１）火山災害警戒地域 

 内閣総理大臣は、活火山法に基づき、噴火の可能性が高く、
人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき
地域として火山災害警戒地域（以下「警戒地域」という。）
を指定している。本県の警戒地域は次のとおりである。 

火山名 
火山災害警戒地域 

県 市町村 

弥陀ヶ原 富山県 富山市、上市町、立山町 

 （２）火山防災協議会 
 警戒地域をその区域に含む県及び市町村は、想定される火
山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備を行うため、活火
山法第４条第１項の規定に基づき、火山防災協議会を組織す
るものとする。 
協議会には、気象台、地方整備局、陸上自衛隊、警察、消

防機関、火山専門家のほか、観光関係団体など検討に必要な
者を構成員に加えるものとする。 
また、協議会の下に実務者で構成する幹事会を設置すると

ともに、幹事会に防災対策のテーマ毎に専門的かつ実務的な
検討を行うワーキンググループを設置するなど、体制を整備
するものとする。 
 協議会は、次の事項について協議を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火山災害警戒

地域の記載を

追加 

 

 

 

 

 

火山防災協議

会の記載を追

加 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・噴火に伴う現象とその影響の推移を時系列に示した「噴
火シナリオ」に関する事項 

・影響範囲を地図上に示した「火山ハザードマップ」に関
する事項 

・噴火活動の段階に応じた入山規制や避難等の防災行動を
定めた「噴火警戒レベル」に関する事項 

・避難場所、避難経路、避難手段等を示した具体的な「避
難計画」に関する事項 

・その他必要と認められる事項 
（３）地域防災計画に定めるべき事項 

ア 県地域防災計画に定めるべき事項 
県は、火山防災協議会の意見を踏まえ、県地域防災計

画において、警戒地域ごとに、次の事項について定める
ものとする。 
・火山現象の発生及び推移に関する情報収集及び伝達に
関する事項 

・火山に関する予報・警報・情報の発表及び伝達に関す
る事項 

・市町村地域防災計画に避難のための措置について定め
る際の基準に関する事項 

・避難及び救助に係る広域調整に関する事項 
・その他必要な警戒避難体制にする事項 

イ 関係市町村地域防災計画に定めるべき事項 
警戒地域の指定のあった市町村は、火山防災協議会

の意見を踏まえ、市町村地域防災計画において、警戒
地域ごとに、次の事項について定めるものとする。 
・火山現象の発生及び推移に関する情報収集及び伝達
に関する事項 

・火山に関する予報・警報・情報の発表及び伝達に関
する事項 

・噴火警戒レベルの運用による入山規制及び避難指示
等、避難のための措置について市町村長が行う通報
及び警告に関する事項 

・避難場所及び避難経路に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域防災計画

に定めるべき

事項の記載を

追加 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考 
 
 
 
 
 
 
 
 
第４ 事前措置及び応急措置（市町村、各関係機関） 
１～３（略） 

 

・火山現象に係る避難訓練に関する事項 
・警戒地域内の不特定かつ多数の者が利用する施設又
は要配慮者利用施設で噴火等の火山現象の発生時に
利用者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある
施設の名称及び所在地 

・救助に関する事項 
・その他必要な警戒避難体制にする事項 

 
第４ 事前措置及び応急措置（市町村、各関係機関） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


